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事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要」、連結計算書類の
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に提供しております。



　業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決
定内容の概要及び当該体制の運用状況の概要は、以下のとおりであり
ます。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制
　取締役及び使用人は、企業倫理規程に基づいて、高い倫理観と
良心をもって職務遂行にあたり、法令、定款及び社内諸規程を遵
守するとともに、社会規範に沿った責任ある行動をとるものとし
ます。
　コンプライアンス体制の構築・維持については、代表取締役の
命を受けた内部監査担当者が、内部監査規程に基づき、取締役及
び使用人の職務の執行に関する状況把握、監視、対応を定期的に
行い、代表取締役に報告するものとしております。なお、法令遵
守に関する社内教育、研修は人事部門及び経営管理部と連携して
行っております。
　また、コンプライアンス規程に基づいて、コンプライアンス委
員会を設置して毎月開催し、法令違反、社内諸規程上疑義のある
行為等についてその情報を直接提供することができる内部通報制
度を整備しております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、経
営管理部を管掌する取締役を担当役員とし、職務執行に係る情報
を適切に文書又は電磁的情報により記録し、文書取扱規程に定め
られた期間保存・管理をしております。なお、取締役及び監査役
は、これらの文書等を常時閲覧できるものとし、担当役員はその
要請に速やかに対応するものとしております。
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③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　危機管理体制については、リスク管理規程に基づいて、経営管
理部を管掌する取締役を担当役員とし、経営管理部をリスク管理
責任部門としております。また、経営管理部は、具体的なリスク
を想定、分類し、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制
を整備するものとし、定期的に取締役会に対してリスク管理に関
する事項を報告しております。なお、不測の事態が発生した場合
には、代表取締役を責任者とする対策部門を設置し、早期解決に
向けた対策を講じるとともに、再発防止策を策定するものとしま
す。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体
制
　取締役会は、全社的に共有する事業計画を定め、各取締役は、
計画達成に向けて各部門が実施すべき具体的な数値目標及びアク
ションプランを定めるものとし、その達成に向けて月次で予算管
理を行い、主要な指標については、進捗管理を行うものとします。
　定時取締役会については月１回開催し、月次決算及び業務報告
を行い、取締役の職務執行状況の監督を行うとともに、重要な業
務執行についての意思決定を行っております。また、取締役及び
監査役並びに管理職から構成される経営会議は週１回開催し、日
常の業務執行の確認や協議を行っており、取締役会への付議議案
についての意思決定プロセスの明確化及び透明性の確保を図って
おります。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する
体制の各内容
　子会社の取締役、執行役、社員等の職務の執行に関わる事項の
報告に関する体制、子会社の損失の危険の管理に関する規程その
他の体制、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われるこ
とを確保するための体制、子会社の取締役及び使用人の職務の執
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行が法令及び定款に適合することを確認するための体制につきま
しては、子会社の経営・財務等に関する重要な事項については当
社報告事項とするとともに、重要な意思決定については当社承認
事項としております。また、当社の取締役及び監査役が主要な子
会社の取締役及び監査役を兼務し、毎月開催する子会社の定例取
締役会及び子会社に対する期中の監査役監査にて体制の確保を図
っております。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に
おける当該使用人に関する事項
　内部監査担当者が協力するとともに、監査業務に必要な補助す
べき特定の使用人の設置が必要な場合、監査役はそれを指定でき
るものとしております。

⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の前
号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　監査役より監査業務に係る指揮命令を受けた内部監査担当者は、
所属長の指揮命令を受けないものとします。また、当該使用人の
人事異動及び人事考課を行う場合は、監査役の意見を聴取し、そ
の意見を十分尊重して実施するものとします。

⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役
への報告に関する体制及び子会社の取締役・監査役・使用人また
はこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするため
の体制
　監査役は、取締役会及びその他重要な会議に出席し、意見を表
明します。
　当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、重大な法令違反及
び著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったとき等は、遅滞な
く当社監査役に報告するものとします。
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　監査役は、必要に応じていつでも当社及び当社子会社の取締役
に対し報告を求めることができるものとします。

⑨ 当社監査役へ報告した者が報告を理由として不利な取り扱いを受
けないことを確保するための体制
　当社は内部通報規程を策定し、通報者の保護を明記しておりま
す。また当社監査役へ報告した者が監査役に報告したことを理由
として、当該報告者（その所属が当社であるか子会社であるかを
問わない。）に対し、作為不作為、有形無形を問わず一切の不利
益な取扱いをしないものとします。

⑩ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続
その他の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る
方針に関する事項
　当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の
前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当
該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務執行に必要でな
いと証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理す
るものとします。

⑪ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体
制
　監査役は、代表取締役との相互の意思疎通を図るために、定期
的な会合を実施しております。取締役会は、監査役が重要な意思
決定のプロセスや業務の執行状況を効率的かつ効果的に把握でき
るようにするため、いつでも取締役及び使用人に対して報告を求
めることができるとともに、監査役の社内の重要な会議への出席
を拒まないものとします。
　また、監査役は、内部監査担当者と緊密に連携し、定期的に情
報交換を行うものとし、必要に応じて会計監査人、顧問弁護士と
意見交換等を実施しております。
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⑫ 反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容
　　　当社は、反社会的勢力との取引関係や支援関係も含め一切遮断

し反社会的勢力からの不当要求に対して屈せず、反社会的勢力か
らの経営活動の妨害や被害、誹謗中傷等の攻撃を受けた対応を経
営管理部で一括管理する体制を整備し、警察等関連機関と連携し、
組織全体で毅然とした対応をいたします。

⑬ 財務報告の適正性を確保するための体制の整備
　「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定めるとともに、財
務報告に係る内部統制が有効に行われる体制の整備、維持、向上
を図っております。

⑭ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当期における主な取組みにつきましては、コンプライアンス意
識の向上と不正行為等の防止を図るため、コンプライアンス関係
の規程等を役員及び従業員に周知いたしました。また、内部監査
部門は、当社の内部監査を実施し、監査役及び会計監査人と連携
しながら子会社の職務執行について報告を受けました。

－ 5 －



連結株主資本等変動計算書

(平成29年10月 1 日から
平成30年 9 月30日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本
剰 余 金

利 益
剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 678,414 649,184 1,176,807 △43,251 2,461,154
当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行 1,177 1,177 ― ― 2,354
連 結 範 囲 の 変 動 ― ― ― ― ―
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 ― ― 223,913 ― 223,913

連 結 子 会 社 の 増 資
に よ る 持 分 の 増 減 ― ― ― ― ―

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当連結会計年度変動額(純額) ― ― ― ― ―

当連結会計年度変動額合計 1,177 1,177 223,913 ― 226,267
当連結会計年度末残高 679,591 650,361 1,400,720 △43,251 2,687,422

その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証

券評価差額金
そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 10,466 10,466 21,346 13,044 2,506,011
当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行 ― ― ― ― 2,354
連 結 範 囲 の 変 動 ― ― ― ― ―
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 ― ― ― ― 223,913

連 結 子 会 社 の 増 資
に よ る 持 分 の 増 減 ― ― ― ― ―

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当連結会計年度変動額(純額) 6,388 6,388 △12,845 △8,664 △15,121

当連結会計年度変動額合計 6,388 6,388 △12,845 △8,664 211,146
当連結会計年度末残高 16,855 16,855 8,500 4,380 2,717,158

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴　連結の範囲に関する事項
①　連結子会社の状況

　連結子会社の数　４社
　主要な連結子会社の名称

　　　　　　　　株式会社SynaBiz
　　　　　　　　株式会社スマートソーシング
　　　　　　　　株式会社ネットプライス
　　　　　　　　株式会社ゼロディブ

　　②　連結の範囲の変更
　　　当連結会計年度における連結範囲の変更状況は以下のとおりであります。
　　　（新規）：２社　株式会社ネットプライス（株式の取得による）
　　　　　　　　　　　株式会社ゼロディブ（株式の取得による）
　　　（除外）：１社　株式会社デジファン
　　　　　　　　　　　（平成30年９月１日を効力発行日として、株式会社オー
　　　　　　　　　　　クファンを存続会社とする吸収合併を行ったため、連結
　　　　　　　　　　　の範囲から除外しております。）

⑵　持分法の適用に関する事項
　①　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況
　　　　該当事項はありません。
　②　持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の状況
　　　　該当事項はありません。
⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
⑷　会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法
　イ．有価証券
　　　関連会社株式　　　　　　　移動平均法による原価法

　　その他有価証券
　時価のあるもの　　　　　　連結決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算
定）
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　時価のないもの　　　　　　移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資（金
融商品取引法第２条第２項により有価証
券とみなされるもの）については、組合
契約に規定される決算報告日に応じて入
手可能な最近の決算書を基礎とし、持分
相当額を純額で取り込む方法によってお
ります。

　ロ．たな卸資産
　商品　　　　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下による簿価切下げの方法に
より算定）

　仕掛品　　　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は
収益性の低下による簿価切下げの方法に
より算定）

　貯蔵品　　　　　　　　　　移動平均法による原価法（貸借対照表価
額は収益性の低下による簿価切下げの方
法により算定）
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②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産

定率法によっております。ただし、平成
28年４月１日以降取得の建物附属設備
については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであ
ります。
建物及び建物附属設備　 3 年～15年
工具、器具及び備品　　 2 年～15年
その他の有形固定資産　 3 年～ 4 年

ロ．無形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであ
ります。
自社利用目的のソフトウェア
　　　　　　　　　社内における利用可

能期間（５年以内）
市場販売目的のソフトウェア
　　　　　　　　　見込販売可能期間

（１～３年）
 

のれん　　　　　　その効果が発現する
と見込まれる期間
（５～８年）

その他の無形固定資産　10年
③　重要な引当金の計上基準

 

イ．貸倒引当金　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一
般債権については貸倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の債権については個別
に回収可能性を勘案し、回収不能見込額
を計上しております。

 

ロ．賞与引当金　　　　　　　　従業員の賞与支給に備えるため、賞与支
給見込額のうち当連結会計年度に負担す
べき額を計上しております。
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ハ．ポイント引当金　　　　　　会員プロモーションのために付与したポ
イントの使用に備えるため、当連結会計
年度末において将来利用されると見込ま
れるポイントに対してその費用負担額を
ポイント引当金として計上しております。

④　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
イ．繰延資産の処理方法

 

社債発行費　　　　社債償還期間（５
年）にわたり均等償
却しております。

ロ．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象
外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理してお
ります。
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２．連結貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 163,412千円

３．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度
期末の株式数

普 通 株 式 9,907,500株 7,500株 ― 9,915,000株
 

（注）発行済株式の総数の増加7,500株は、新株予約権の権利行使による増加で
あります。

⑵　自己株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度
期末の株式数

普 通 株 式 53,200株 ― ― 53,200株

⑶　当連結会計年度の末日における新株予約権に関する事項

第8回新株予約権 第9回新株予約権 第10回新株予約権

目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 普通株式

目的となる株式数 10,000株 7,500株 22,000株

新株予約権の残高 33千円 14千円 440千円

（注）権利行使期間の初日が到来していないものを除いております。

第11回新株予約権 第12回新株予約権

目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

目的となる株式数 878,000株 375,000株

新株予約権の残高 878千円 3,750千円

（注）権利行使期間の初日が到来していないものを除いております。
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⑷　剰余金の配当に関する事項
　　該当事項はありません。

４．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用に関しては、短期的な預金等に限定し、また、
資金調達については自己資金からの充当、銀行等金融機関からの借入れ、
及び社債の発行による方針であります。また、デリバティブ取引に関して
は行わない方針であります。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクを抱えております。当該リ
スクにつきましては与信管理規程に従い、主要な取引先の状況を定期的に
モニタリングし、取引相手ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
営業投資有価証券は投資育成を目的としたベンチャー企業投資に関連する
株式であり、投資先の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されてお
ります。営業投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企
業）の財務状況等を把握し、また、取引先企業等との関係を勘案して保有
状況を継続的に見直しております。
　営業債務である買掛金等は、１年以内の支払期日となっております。ま
た、買掛金、借入金及び社債は流動性リスクに晒されておりますが、当該
リスクにつきましては、月次単位での支払予定を把握するなどの方法によ
り、当該リスクを管理しております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　為替及び金利の変動リスクについては、常時モニタリングしており、リ
スクの軽減に努めております。
　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
　営業債権については、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、
取引相手ごとに決済期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化
等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
　非上場株式及び投資事業有限責任組合への出資については、定期的に発
行体の財務状況を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
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④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定にお
いては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用すること
により、当該価額が変動することがあります。

⑵　金融商品の時価等に関する事項
　平成30年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差
額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

連結貸借対照表
計上額 時 価 差 額

⑴ 現 金 及 び 預 金 2,094,725千円 2,094,725千円 ―千円
⑵ 売 掛 金 594,049 594,049 ―

⑶ 未 収 入 金 148,881 148,881 ―

資 産 計 2,837,655 2,837,655 ―

⑴ 買 掛 金 277,172 277,172 ―

⑵ 短 期 借 入 金 300,000 300,000 ―

⑶ 未 払 金 353,122 353,122 ―

⑷ 社 債 250,000 250,000 ―

⑸ 長 期 借 入 金 1,562,776 1,561,281 △1,494
負 債 計 2,743,071 2,741,576 △1,494

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
　　　　資産

⑴　現金及び預金、⑵　売掛金、⑶　未収入金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似している
ことから、当該帳簿価額によっております。
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　　　　負債
⑴　買掛金、⑵　短期借入金、⑶　未払金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似している
ことから、当該帳簿価額によっております。

⑷　社債
　当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額を当該社債の残存期
間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定
しております。ただし、変動金利であるため市場金利を反映し、当社
の信用状態は発行後に大きく異なっていないため、時価は帳簿価額と
ほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。
　なお、１年内償還予定の社債は、社債に含めております。

⑸　長期借入金
　これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に
想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
　なお、１年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めておりま
す。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式（※） 728,641

投資事業有限責任組合への出資（※） 168,503

新株予約権（※） 80
（※）これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極め

て困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
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　　　３．金銭債権の決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

１0年超
（千円）

現金及び預金 2,094,725 ― ― ―

受取手形及び
売 掛 金 594,049 ― ― ―

合 計 2,688,774 ― ― ―

　　　４．長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長 期 借 入 金 499,677 416,714 252,886 234,104 129,215 30,180

社 債 125,000 125,000 ‐ ‐ ‐ ‐

合 計 624,677 541,714 252,886 234,104 129,215 30,180

５．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産 274円22銭
⑵　１株当たり当期純利益 22円72銭

６．重要な後発事象の注記
（自己株式の取得）
　当社は、平成30年９月28日開催の取締役会において、会社法第165条第３
項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式
取得に係る事項について決議いたしました。
　これに基づき、平成30年10月１日から平成30年10月26日（約定ベース）
までの間に下記のとおり実施いたしました。

１．自己株式の取得を行う理由
　経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行、及び資本効率の向上並
びに株主還元を図るため。
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２．取得に係る事項の内容
（１）取得した株式の種類
　　当社普通株式

（２）取得した株式の総数
　　89,100株

（３）株式の取得価額の総額
　　79,964,300円

（４）取得の方法
　　東京証券取引所における市場買付

(参考)
平成30年９月28日開催の取締役会における決議内容
（１）取得対象株式の種類
　　当社普通株式

（２）取得し得る株式の総数
　　100,000株（上限）

（３）株式の取得価額の総額
　　80百万円（上限）

（４）取得する期間
　　平成30年10月１日～次期株主総会終結日

（５）取得方法
　　東京証券取引所における市場買付
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株主資本等変動計算書

(平成29年10月 1 日から
平成30年 9 月30日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 そ の 他
資 本 剰 余 金

資 本 剰 余 金
合 計

当 期 首 残 高 678,414 678,284 3,893 682,177

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 1,177 1,177 ― 1,177

当 期 純 利 益 ― ― ― ―

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 (純 額 ) ― ― ― ―

当 期 変 動 額 合 計 1,177 1,177 ― 1,177

当 期 末 残 高 679,591 679,461 3,893 683,354

株 主 資 本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計

利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,247,173 1,247,173 △43,251 2,564,514 10,466 10,466 21,346 2,596,326

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 ― ― ― 2,354 ― ― ― 2,354

当 期 純 利 益 275,496 275,496 ― 275,496 ― ― ― 275,496

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 (純 額 ) ― ― ― ― 6,388 6,388 △12,845 △6,457

当 期 変 動 額 合 計 275,496 275,496 ― 277,851 6,388 6,388 △12,845 271,394

当 期 末 残 高 1,522,670 1,522,670 △43,251 2,842,365 16,855 16,855 8,500 2,867,721

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券
　・子会社株式及び関連会社株式　移動平均法による原価法
　・その他有価証券

 

　時価のあるもの　　　　　　　期末日の市場価格等に基づく時価法（評
価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定）

　時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資（金
融商品取引法第２条第２項により有価証
券とみなされるもの）については、組合
契約に規定される決算報告日に応じて入
手可能な最近の決算書を基礎とし、持分
相当額を純額で取り込む方法によってお
ります。

②　たな卸資産
 

・貯蔵品　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法（貸借対照表価
額は収益性の低下による簿価切下げの方
法により算定）

⑵　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産　　　　　　　　定率法によっております。

ただし、平成28年４月１日以降取得の建
物附属設備については定額法を採用して
おります。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであ
ります。
建物　　　　　　　　　 10年
工具、器具及び備品　　 ２ 年～15年
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②　無形固定資産　　　　　　　　定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであり
ます。
ソフトウエア　　　社内における利用可

能期間（５年以内）
のれん　　　　　　その効果が発現する

と見込まれる期間
（５年）

その他無形固定資産10年
⑶　引当金の計上基準

 

①　貸倒引当金　　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一
般債権については貸倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の債権については個別
に回収可能性を勘案し、回収不能見込額
を計上しております。

 

②　賞与引当金　　　　　　　　　従業員の賞与支給に備えるため、賞与支
給見込額のうち当事業年度に負担すべき
額を計上しております。

 

③　ポイント引当金　　　　　　　会員プロモーションのために付与したポ
イントの使用に備えるため、当事業年度
末において将来利用されると見込まれる
ポイントに対してその費用負担額をポイ
ント引当金として計上しております。

⑷　その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
イ．繰延資産の処理方法

 

社債発行費　　　　社債償還期間（５
年）にわたり均等償
却しております。

ロ．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象
外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しておりま
す。
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２．貸借対照表に関する注記
⑴　有形固定資産の減価償却累計額 112,399千円
⑵　関係会社に対する金銭債権、債務は以下のとおりです。
　　①短期金銭債権
　　②長期金銭債務

96,195千円
1,762千円

３．損益計算書に関する注記
　関係会社との取引高
　　①営業取引による取引高
　　　売上高
　　　売上原価
　　　販売費及び一般管理費

72,099千円
540千円

2,967千円
　　②営業取引以外の取引による取引高
　　　営業外収益 8,749千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び総数

普通株式 53,200株
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５．税効果会計に関する注記
　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
減価償却超過額
のれん償却超過額

37,255千円
21,739千円

投資有価証券評価損 12,237千円
貸倒引当金 10,615千円
その他 8,093千円

繰延税金資産小計 89,940千円
評価性引当額 △19千円
繰延税金資産合計 89,921千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △7,438千円

繰延税金負債合計 △7,438千円
繰延税金資産の純額 82,482千円
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６．関連当事者との取引に関する注記
　⑴　子会社及び関連会社等

種 類
会社等の
名 称
又は氏名

所在地 資本金又
は出資金

事業の
内容又
は職業

議 決 権
等 の 所
有（被所
有）割合
(％)

関連当事者
と の 関 係

取 引
内 容

取 引
金 額

（千円）
科 目

期 末
残 高

（千円）

子会社 株 式 会 社
S y n a B i z

東 京 都
品 川 区 25,000千円

マーケット
プレイス事
業

(所有)
直接
100.0

本社の賃
貸、役 員
の兼任

賃 借 料
の受取 3,483 ― ―

子会社
株 式 会 社
ゼ ロ デ ィ
ブ

東 京 都
品 川 区 9,600千円

ゲームソフ
トウェア事
業

(所有)
直接
100.0

資金の貸
借取引、
役員の兼
任

資 金 の
貸 借 取
引 （ 注
２）

67,704 立替金 67,704

子会社
株 式 会 社
デ ジ フ ァ
ン

東 京 都
品 川 区 5,800千円

ネットサー
ビスの企画
運営等

(所有)
直接
100.0

資金の援
助、役 員
の兼任

資 金 の
回収 106,000 ― ―

債 権 放
棄 （ 注
４）

32,664 ― ―

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
　　　２．資金の貸借取引は、キャッシュ・マネジメントシステムによるもので

あります。なお、利息については、市場金利を勘案して決定しており
ます。

　　　３．当社は平成30年９月１日付で、株式会社デジファンを吸収合併いたし
ました。そのため、取引金額は関連当事者であった期間の取引額を記
載しております。

　　　４．債権放棄については、株式会社デジファンに対する立替金について債
権放棄したものであります。なお、前事業年度に貸倒引当金を31,062
千円計上しており、債務放棄に伴い、全額を取り崩しております。

　⑵　役員及び個人主要株主等

種 類 会社等の名称
又 は 氏 名

議決権等の所有
（被所有）割合

(％)
関連当事者との関係 取引内容 取引金額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）

役 員 及 び
その近親者 武 永 修 一 被所有

直接　35.32
当社代表
取締役

新株予約権
の放棄 10,400 新株予約権 4,345

（注）上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
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７．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産 289円93銭
⑵　１株当たり当期純利益 27円95銭

８．重要な後発事象に関する注記
　当社は、平成30年９月28日開催の取締役会において、会社法第165条第３
項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式
取得に係る事項について決議いたしました。
　なお、詳細につきましては連結計算書類連結注記表「６．重要な後発事象に
関する注記」をご参照ください。
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